
信号無視 
通行区分違反 

（右側通行、歩道通行等） 一時不停止 

制動装置不良自転車運転 携帯電話使用等 
公安委員会遵守事項違反 

（傘差しなど） 

道路交通法の一部改正について 

 

自転車等に対する交通反則通告制度（青切符）等を導入する道路交通法の一部を改

正する法律（令和６年法律第３４号）が令和６年５月２４日に公布 

 

1. 改正内容の主なもの 

令和８年５月２３日までに施行 

（１）自転車等に対する交通反則通告制度（「青切符」による取り締まりを行う反則

金制度） 

自転車関連事故や自転車の違反による検挙数が増え、取締りに実効性や合理化

が求められる中、刑事手続とは異なる青切符制度の導入により、比較的軽微な違反

を迅速かつ円滑に処理することになる。 

・ 対象：１６歳以上の自転車等の運転者 

・ 違反の一例（反則金制度の対象となる違反行為は１１３種類） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※交通事故に繋がる恐れがあるものや悪質・危険性が高い違反について重点的に取締まり

が行われる予定 

・ 反則金：５千～１万２千円程度の見込み 

 

 



酒気帯び運転の禁止 

罰則：3年以下の懲役 

または 50万円以下の罰金 

携帯電話使用等の禁止 

罰則：6 ヶ月以下の懲役 

または 10万円以下の罰金 

※罰則対象外だった 

禁止行為に罰則が 

設けられた 

令和６年１１月１日施行予定 

（２）自転車の危険な行為である「酒気帯び運転」と、「携帯電話使用等」に罰則が新

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※この２つの違反を繰り返した人に自転車運転者講習の受講を命令できるようにする 

道路交通法施行令の改正（同日施行）も予定 

  ※施行令では、これまで信号無視や歩行者用道路徐行違反、遮断踏切立ち入りなどを 

自転車運転者講習の受講命令の対象としている。３年以内に２回違反すると命令が 

出される運用になっている。 

※都道府県公安委員 

会規則での禁止を、 

新たに道交法上で 

一律に禁止し 

罰則を強化 

 


